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（※1）在宅勤務が行われる際の交通費の取扱いについては以下となります。

当該日における労働契約上の労務提供地
自宅
企業

「自宅－企業」間の移動に要する費用の取扱い
業務として一時的に出社する場合は実費弁償
通勤手当

（※2）就業規則等により、在宅勤務手当のうち業務の遂行に必要な費用の実費弁償に当たること
　　 が明らかである部分は、賃金に含まれません。

　保険料の対象となる賃金は、税金その他社会保険料等を控除する前の総賃金額です。
　賃金とは、給料・手当・賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者（被保険
者）に支払うすべてのものをいいます（年度途中の退職者を含みます）。
　また、保険料算定期間中（令和6年4月1日～令和7年3月31日）に支払いが確定した賃金は、算定期間中
に実際に支払われていなくとも算入してください。　

短時間労働者への社会保険の適用を
促進するため、労働者が社会保険に加
入するにあたり、事業主が労働者の保険
料負担を軽減するために支給するもの

社会保険適用
促 進 手 当


